
（１）介護保険の給付対象となる通所介護サービス（日額）

①基本料金

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

５８１単位／日 ６８６単位／日 ７９２単位／日 ８９７単位／日 １００３単位／日

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

６５５単位／日 ７７３単位／日 ８９６単位／日 １０１８単位／日 １１４２単位／日

②加算

（２）介護予防・日常生活支援総合事業における従来の介護予防給付に相当する通所型サービス（月額）

①基本料金

３４２８単位／月

②加算

①基本料金

事業対象者 事業対象者

要支援１ 要支援２

１５０５単位／月 ３０８５単位／月

②加算

※　介護職員処遇改善加算Ⅰ　①②の単位数に１０００分の５９に相当する単位数が加算されます。

※　さくら市は地域区分７級地に該当するため、単位数に１０．１４円を乗じた金額の１割～３割が利用者負担になります。

（４）その他の利用料

昼　　食 夕　　食 紙おむつ代 複写物の交付 理　髪

６１２円 ５００円 １５０円／枚 １０円／枚 ２０００円/回

サービス提供体制加算Ⅰ ８８単位／月

サービス提供体制加算Ⅰ 22単位／日

加算率１．２％特定処遇改善加算 Ｉ

１７６単位／月サービス提供体制加算Ⅰ

（３）介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスA（月額）

単位数

加算名称 単位数

科学的介護推進体制加算 ４０単位／月

介護度 要支援２

加算率５．９％通所介護処遇改善加算Ⅰ

介護度

単位数

介護度

単位数

サービス利用料金表（令和3.4.1現在）

提供時間：６時間以上～７時間未満

提供時間：７時間以上～８時間未満

項　　　目

金　　　額

単位数

介護度

科学的介護推進体制加算 ４０単位／月

入浴介助加算（Ⅰ） ４０単位／日

内容

入浴介助を適切に行う人員、設備を有し、
入浴介助を行う

利用者へ一定基準のサービスを提供する
体制整備に対する評価

介護サービスの質の評価と科学的介護の取組により、
介護サービスの質の向上を図る

介護職員へキャリアアップの取り組みを実施

キャリアアップ（経験、技能）のある介護職員に対して
更なる処遇改善を実施


